
 

    １－７ 

総  則 
用語の定義 

令第 1条第一号 

用途上可分不可分の関係-2 

 

用途上可分の関係について、具体的な取扱い及び考え方は以下のとおりとする。 

１．用途上可分の事例 

①共同住宅が 2棟以上 

共同住宅は、1棟ごとにお互いに独立した機能を持っており可分である。 

②工場と独身寮、病院と看護婦寮、ホテルと従業員寮 

各寮は所有者が同じで隣接しているだけで、直接の機能上の関連を持たず可分で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

③再開発等で建築する事務所棟、マンション棟又は店舗棟 

一定の区域を一体化した土地利用をしている又は事業者が同じであるというだけ

では②と同様で可分である。 

 

２．考え方 

用途上不可分の関係にないものは可分となる。 

管理運営上の観点に重点を置いて、同一敷地内に用途上不可分の関係にあるとはい

えない 2以上の建築物を計画する場合は、法第 86条第 1項の総合的設計による一団地

の認定をすることも考えられる。 
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